
助
成
金
の
大
幅
改
正
（
そ
の
３
）

日
本
再
生
人
材
育
成
支
援
事
業
の
内
容

こ
の
日
本
再
生
人
材
育
成
支
援
事
業
は
７
種
類
の
奨
励
金
の
総
称

で
す
。
こ
の
中
で
利
用
頻
度
が
高
い
と
思
わ
れ
る
奨
励
金
２
つ
の
う

ち
今
回
は
「非
正
規
雇
用
労
働
者
育
成
支
援
奨
励
金
」を
ご
紹
介
し

ま
す
。
ま
ず
は
、
対
象
と
な
る
業
種
が
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

以
下
、
概
説
し
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
業
種

本
年
３
月
で
廃
止
と
な
っ
た
成
長
分
野
等
人
材
育
成
支
援
奨
励

金
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
す
が
、
新
た
に
農
業
、
漁
業
が
追
加
さ
れ

ま
し
た
。

・農
業
、
林
業
、
漁
業

・電
気
業

・情
報
通
信
業

・運
輸
業
、
郵
便
業

・ス
ポ
ー
ツ
施
設
提
供
業

・ス
ポ
ー
ツ
、
健
康
教
授
業

・医
療
、
福
祉

・廃
棄
物
処
理
業

・製
造
業
の
う
ち

①
健
康
、
環
境
、
農
林
漁
業
分
野
に
関
す
る
製
品
を
製
造
し
て
い

る
も
の

②
健
康
、
環
境
、
農
林
漁
業
分
野
に
関
す
る
事
業
を
行
う
事
業

所
と
の
取
引
関
係
が
あ
る
も
の

・建
設
業
の
う
ち

①
健
康
、
環
境
、
農
林
漁
業
分
野
に
関
す
る
建
築
物
等
を
建
築

し
て
い
る
も
の

・学
術
、
研
究
開
発
機
関
の
う
ち

①
健
康
、
環
境
、
農
林
漁
業
分
野
に
関
す
る
技
術
開
発
を
行
っ
て

い
る
も
の

・そ
の
他
（前
記
以
外
の
業
種
）

①
前
記
以
外
で
健
康
、
環
境
、
農
林
漁
業
分
野
に
関
す
る
事
業

を
行
っ
て
い
る
も
の

一
見
す
る
と
業
種
が
絞
ら
れ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
が
、
か
な
り
拡

大
解
釈
で
き
る
余
地
も
あ
り
ま
す
。
製
造
業
で
は
、
「健
康
、
環
境
、

農
林
漁
業
分
野
に
関
す
る
製
品
を
製
造
し
て
い
る
も
の
」ま
た
は
、

「健
康
、
環
境
、
農
林
漁
業
分
野
に
関
す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
と

の
取
引
関
係
が
あ
る
も
の
」と
何
某
か
の
接
点
が
あ
れ
ば
対
象
業
種

と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

●
非
正
規
雇
用
労
働
者
育
成
支
援
奨
励
金

（１
）内
容

有
期
契
約
労
働
者
等
に
対
し
、
一
般
職
業
訓
練
（Ｏ
Ｆ
Ｆ-

Ｊ
Ｔ
）

ま
た
は
有
期
実
習
型
訓
練
（Ｏ
Ｆ
Ｆ-

Ｊ
Ｔ
＋
Ｏ
Ｊ
Ｔ
）を
行
っ
た
場
合

に
、
賃
金
お
よ
び
訓
練
経
費
に
つ
い
て
助
成
し
ま
す
。

（２
）奨
励
金
額
（限
度
額
５
０
０
万
円
／
年
度
）

１
訓
練
コ
ー
ス
に
つ
き
以
下
の
額
を
支
給
し
ま
す
。

（
）内
は
大
企
業
の
額
。

①
Ｏ
Ｆ
Ｆ-

Ｊ
Ｔ
分
の
支
給
額

・賃
金
助
成･･･

１
人
１
時
間
当
た
り

８
０
０
円(

５
０
０
円)

・経
費
助
成･･･

１
人
当
た
り

３
０
万
円
（２
０
万
円
）を
上
限

②
Ｏ
Ｊ
Ｔ
分
の
支
給
額

・実
施
助
成･･･

１
人
１
時
間
当
た
り

７
０
０
円
（７
０
０
円
）

（３
）有
期
契
約
労
働
者
等
と
は

こ
の
奨
励
金
に
お
け
る
有
期
契
約
労
働
者
等
と
は
、
以
下
の
①

②
を
満
た
す
労
働
者
で
す
。

①

健
康
、
環
境
、
農
林
漁
業
等
の
分
野
の
事
業
を
行
う
事
業
主
に

雇
用
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
新
た
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者

②

次
の
ア
ま
た
は
イ
に
当
て
は
ま
る
労
働
者

ア
．
有
期
契
約
労
働
者
（期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
す

る
労
働
者
）

イ
．
正
規
雇
用
の
労
働
者
以
外
の
無
期
契
約
労
働
者
（期
間
の
定
め

の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
が
、
正
社
員
待
遇(

注)

を
受
け

て
い
な
い
労
働
者
）

（注
）賃
金
の
算
定
方
法
、
支
給
形
態
、
賞
与
、
退
職
金
、
定
期
的
な

昇
給
ま
た
は
昇
格
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
所
の
就
業
規
則
な
ど

に
基
づ
く
長
期
雇
用
を
前
提
と
し
た
待
遇

※
ア
、
イ
の
い
ず
れ
も
、
短
時
間
労
働
者
お
よ
び
派
遣
労
働
者
を
含

む
。

（４
）対
象
な
る
経
費

①
事
業
外
訓
練

・受
講
に
際
し
て
必
要
と
な
る
入
学
料
、
受
講
料
、
教
科
書
代
な
ど

②
事
業
内
訓
練

ⅰ
．
外
部
講
師
（社
外
の
者
に
限
る
）の
謝
金
・手
当

ⅱ
．
施
設
・設
備
の
借
上
料

ⅲ
．
学
科
ま
た
は
実
技
の
訓
練
に
必
要
な
教
科
書
な
ど
の
購
入
ま

た
は
作
成
費

（５
）キ
ャ
リ
ア
ッ
プ
計
画

奨
励
金
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
受
給
資
格
認
定
前
に
キ
ャ
リ
ア

ッ
プ
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
認
定
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

※
「キ
ャ
リ
ア
ッ
プ
計
画
」と
は
、
有
期
契
約
労
働
者
等
の
キ
ャ
リ
ア

ッ
プ
に
向
け
た
取
り
組
み
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め
、
対
象
者
、
目

標
、
期
間
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
事
業
主
が
講
ず
る
措
置
等

を
あ
ら
か
じ
め
記
載
し
た
も
の
で
す
。

（６
）職
業
訓
練
計
画

訓
練
開
始
前
に
、
職
業
訓
練
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
労
働

局
長
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
職
業
訓
練
計
画
は
、
申
請
す
る
事
業
所
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の

よ
う
な
訓
練
を
、
何
人
の
労
働
者
に
受
け
さ
せ
る
か
、
を
記
載
し
た

計
画
で
す
。
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